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Ⅰ . はじめ に

1 99 7年度 か ら始ま っ た医学部 の ｢生命倫理+ の 講義

は , 医学部 (医学科) 5 年生 (約1 0 0名) の 3 期 か ら

4 期に かけて の 計1 2 回, 1 時間 (60 分) の 講義で あり,

医師に よる講義は , 臨床各科 の 臨床講義などで , い ろ

い ろ聞くことが で きるということで , 数回程度 にとどめた｡

そ して , 医師以外 の 様 々 な分野 の 講師か ら, それぞれ

の 生命倫 理 観を中心 に 講義し てもらうことに した
｡ 初年

度から4 年間は, 加藤尚武先生 ( 当時, 京都大学文学

部教授, 現鳥取環境大学学長) に凍て頂くことが できた
｡

こ の ｢生命倫理+ の 講義の メン バ ー

を中心 に, 1 99 9 年

1 月 に, 新潟生命倫理研究会が発足 し, 医学部 (医療

短大, 保健学科を含む) の ほ か , 歯学部, 人文学部,

法学部, 農学部, 教育人間科学部の 学内の メン バ ー

以

外 に, 学外か らの 参加者もあり, 研究会を月 1 回の ペ ー

ス で 行 っ た｡

医学科以外 でも, 全学共通科目などで ,
｢生命倫理演

習+ ( 栗原) ,
｢ 医療倫理学入門+ (宮坂) ,

｢倫理学演習+

(栗原) ,
｢ い の ち - の か か わり+ (宮坂) ,

｢ 医療 ･ 科学技

術倫理入門+ ( 宮坂) , ｢ 医療と法+ ( 山内, 南方ほ か) な

どの 講義が行われて い る
｡
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新潟生命倫理研究会の 世話人 の
一

人 で ある法学部小

野坂弘教授の2 00 3 年3 月退官を記念して, 医療倫理並

びに 生命倫理 の 授業改善及び研究公開 の た め の シ ンポ

ジウム を企画し た｡ テ ー マ は , 小野坂教授 の ほ か , 研

究会事務局 の 保健学科宮坂道夫助教授が熱心 に取り組

ん で きた,
｢物語論+ とし, この 二 人に, 日本 で の 代表

的な論客, 京都大学大学院法学研究科 の 棚瀬孝雄教授,

東北大学大学院文学研究科 の 野家啓
一 教授に参加をお

願 い し た｡ 日 時は , 2 00 3 年 3 月 1 日土曜 日, 会場 は,

だ い しホ ー ル (第四銀行) と決まり, 第44 回新潟生命倫

理研究会とした｡

シ ン ポジウム の 案内は,
｢哲学

･ 現代思想 から, 法律,

さらに 医療に い たるまで, 様々 な分野で ｢物語+ という

考え方 が 注目され て い ますo 新潟生命倫理研究会は,･

こ の ｢ 物語+ をテ
ー

マ に, 人間と社会を考えるための シ

ン ポジ ウム を開催します｡ 多くの 方 の 聴講をお待ちして

い ます｡ + とし た｡ 各シ ン ポジストの レ ジメと講演内容の

一

部を紹介する｡



Ⅱ.
｢ 物語りによる世界制作+

野家啓 一 教授 ( 東北大学大学院文学研究科)

(1) ｢物語り行為+ とは何かノ′

生物学者 ユ クス キ ュ ル は 動物を ｢知覚系+ と ｢作用

系+ から成 る機能的円環とし て 捉えた｡ 人間の 経験もま

た, 単なる感覚受容で はなく, 知覚 (受動性) と行為

(能動性) という二 つ の ベ クトル から成る機能的円環で あ

る｡
の みならず, 人間は 過去 の 経験を参照し; 未来 の

経験を予期 し つ つ , 現在 の 経験を生きる｡ そ の ような重

層的経験を統合し, 組織化する言語行為, それ が ｢物

語り行為+ に ほ か ならない (物語りの 超越論的機能) 0

ここで ｢物語り行為+ を仮に ｢時間的 に 隔た っ た二 つ

以 上 の 出来事 に 言及 し, それらを筋立 て る (pl ottin g)

言語行為+ と定義する｡ また, 始めと終りをもっ た完結

した言説 で ある ｢物語 (st or y)+ と常に 途 上 から出発す

る未完結 の 構造体 で ある ｢物語り ( n ar r ativ e , pl ot) + と

を区別 し た い
｡ 人間 の 経験を組織化する働きをするの

は, 名詞的 ･ 静態的な ｢物語+ で は なく, ′動詞的 ･ 動態

的な ｢物語り+ で ある｡

(2) 物語りに よ る自己制作

自己は 実体 で は なく関係 で あ る｡ 言 い 換えれば, 自

己と は ｢ 物語 り+ に よ っ て 統 合され た説 明 可能 な

(a c c o u n t able) な経験と行為 の ネ ットワ ー クに ほ か ならな

い
｡ 説明可能性 は過去 の 自己を意味づ けるとともに, 莱

莱 - 向か っ て 可能性として の 自 己 を投企す る｡ また , 読

明可能性 は自己完結することなく, 他者 - と向けられ て

い る｡ そ の 限りで ｢ 自己物語り+ は 絶えず他者の 承認を

必要とし, そ の 承認 によっ て 自 己 は責任主体とな る｡ さ

らに, 自己物語りは ｢無規定箇所+ を含むことによっ て ,

他者の 解釈 - と開か れて い る｡ 同時に自己物語りは 他者

の 解釈を包摂す ることに よっ て, 自己を語り直す ｡ この

語り直しを通じて , 自己は 新た な自己 - と再編成され る｡

そ の 意味で , 自己とは ｢語り尽くせ な いもの+ を季 ん だ

制作途 上 の 物語りに ほ か ならな い ｡ ある い は , そ の 物語

りの ｢文体 (s tyle)+ が 他者か ら区別され る固有 の 自己

で ある
｡

(3) 物語りと人間科学

科学も物語りも二 つ 以 上 の 出来事に 因果関係を設定す

る点 で 変わりは な い
｡

しか し, 科学的説明 が 出来事を

一 義的な直線 (最短距離) で 結ぶ の に対 し, 物語り的

説明は 多様な曲線で 結ぶ ｡ また, 自然科学が ガリレ オ

以来主観的 な ｢心的述語+ を排除し て きた の に対 し,

人間科学 は 文脈依存的な ｢行為+ の 記述を不可欠 の 要

素とし て 含む た め, 意図や信念など心 的述語を排除 で

きな い ｡ 人間科学 は 心的述語を使用す ることに よっ て,

経験の ｢リアリテ ィ+ で は なく ｢ア クチ ュ アリテ ィ+ の 把

握 を目指す｡ アクチ ュ アリテ ィ の 記述は行為遂行性を

も っ た ｢物語り行為+ によ っ て なされ る｡ そ の 意味 で,

人 間 科 学 に 求 め ら れ て い る の は , 物 語 り 論

(n ar r a t ol o g y) を基盤 に し た ｢ 三 人称 の 科学+ か ら ｢二

人称 の 科学+ へ の 転換で ある｡

･

最近 の ｢ナラテ ィブ ･ セ

ラピ ー

+ や サ ラテ ィブ ･ ペ イスト
･ メディス ン ( N B M ) +

の 試みは , そ のような方向を示唆して い る
｡

参考資料を以下に紹介する｡

(1) ｢ われわれは スト
ー

リ
ー

を 『時間 の 進行に従 っ て 事

件や出来事を語 っ たもの』と定義しまし た｡ プロ ットも

スト
ー

リ
ー と同じく, 時間の 進行に 従 っ て事件や出来

事を語 っ たも の で すが , ただ しプロットは, それら の

事件や出来事の 因果関係 に 重点 が 置か れます ｡
つ ま

り『王様 が 死 に, それ から王妃 が 死んだ』とい えばス

ト
ー

リ
ー で す が, 『王 様 が 死 に, そ して 悲 しみ の ため

に 王 妃 が 死 ん だ』とい えばプロ ットです｡ 時間 の 進行

は 保たれ て い ますが , 二 つ の 出来事の 間に 因果関係

が 影を落とし ます｡ ( 中略) スト
ー

リ
ー なら 『それ か

ら?』と聞きます｡ プ ロ ットなら 『なぜ?』と聞きます｡

これが スト
ー

リ
ー とプロ ットの 根本的な違 い で す ｡ + (E .

M . フ ォ
ー

ス タ
ー 『小説 の 諸相』 中野康司訳, みすず

書房)

(2) ｢私が 関わ っ て い る種類 の 記述 [物語り文] は, 二

つ の 別個の 時間的に離れた出来事, E l およびE 2 を

指示す る｡ そ して 指示されたうち, より初期 の 出来事

を記述する｡ ( 中略) 『三 十年戦争 は
-

六
-

八年 に始

ま っ た』 は, 戦争 の 開始と終りとを指示 し て い るが ,

戦争 の 開始 の みを記述 して い る｡ その 戦争 が , そ れ

が 続 い た期間によ っ て そう呼ばれ て い るという仮定 に

立 つ と, そ れを
-

六
-

八年 に 『三 十年戦争』と記述

で きるもの は, おそらく誰もい な い だろう｡ + (A . ダ ン

ト
ー 『物語として の 歴史』河本英夫訳, 国文社)

(3) ｢自 己性 に つ い て の 物語的概念が 要求す るも の は 二

点ある｡

一 つ に < 私 > とは, 私 の 誕生か ら死 に 至 るま

で を貫く
一

つ の 物語を生き抜く過程 で , 他者に よっ て

そうで あると正 当に 見なされ て い るところの 者で ある｡

( 中略) 誕生から死まで を貫くある物語 の 主体 で あると

いうことは, 先に 述 べ たように, 語られうる人生 を構成

す る 諸 行 為, 諸 経 験 の 申 し 開 き が で き る

(a c c o u n t able fo r) ことで ある｡ ( 中略) 物語的な自己

性 に つ い て の 他の 側面は これと対応する点で ある｡ す

なわち, 私は単に 申し開きの で きる者というだけで は

なく, 常 に 他者 に も申し 開きを求 めうるもの , 他者 に

そ の 間 い をか け る者 で もあ ると いう点 で あ る｡ + (A .

マ ッ キ ン タイア 『美徳なき時代』 篠崎栄訳, みすず

書房)

(4) ｢『リアリテ ィ』と『ア クチ ュ アリテ ィ』という二 つ の 用

語 は ( 中略) , 辞書 の 上 で は 両方とも 『現実性』 や

『実在性』 の 訳語 が 当てられ て い て, 実際にもか なり

漫然と類語として 理解されて い る ようで ある｡ しか しそ

の ラテ ン 語 の 語源をたどると, リアリテ ィ の ほうは 『も

の , 事物』を意味するr e s か ら来て い るし, ア クチ ュ

アリテ ィ の ほうは 『行為, 行動』 を意味す るa cti o に 由

来 し て い る｡ ( 中略) つ まり同 じように 『現実』とは

い っ て も, リアリテ ィが 現実を構成す る事物 の 存在 に

-

48
-



関 して, これを認識し確認する立場から言われるの に

対 して , ア クチ ュ アリテ ィは現実に向か っ て は たらき

か ける行為 の は たらきそ の もの に 関 して 言われ ること

に なる｡+ (木村敏 『偶然性 の 精神病理』岩波現代文

庫)

(5) ｢ モ ダ ニ ス トの セ ラピ ー は , 科学的な基盤 によ っ て

正 当化された既成 の 物語 から始まる｡ 科学的と認 めら

れるが ゆえに, それ は比較的変化 しにくいもの で ある
｡

部分的な修正 は 許され ても, 学問体系それ自体は確

立された学説 の 重みを背負 っ て い る｡ ( 中略) こうし

た諸条件 のもとで, クライ エ ントは 閉鎖的な理解 の 体

系と向き合うことに なる｡ クライ エ ント自身のリアリテ ィ

は セ ラピ ストのリアリテ ィ に道を譲 るだけで なく, そ の

他す べ て の 解釈もまた排除され る｡ + (冗. ガ - ゲン ほ

か 『ナ ラテ ィヴ･ セ ラピ ー 』 金剛出版)

Ⅲ .
｢物語と裁判+

小野坂 弘 教授 ( 新潟大学法学部)

(1) 何故, ｢ 物語と裁判+ なの か

裁判 で 問題となる紛争や事件 は 現実の 生活 に おける

現実的な混乱 で あるが, それらの 紛争や事件は現実の ,

あるい は 当事者 によっ て 現実とされる無数 の 断片か ら選

択され た ｢事実+ に よ っ て ｢構成+ され るもの で あ る｡

し たが っ て, そ の ような選択と構成を導く枠組みが なけ

れば, そもそも裁判 は 成り立たな い の で ある｡ しかも実

際 の 裁判 は動員で きる人 ･

時間
･

費用 が 限定され た 中で

行われるもの で あるから, ス ム ー

ス に 機能する枠組みな

しに はうまく行く筈が な い
｡

近代以後 の 裁判 は 国民に 納得され るもの で なければ

ならない し, 裁判 には 普通 に考えられ て い るよりもず っ と

多くの
一

般市民 (法的 に は 素人) が参加 して い るか ら,

陪審制や参審制 で なくとも, たとえば, 被告人, 証人,

傍聴人｡ 特定分野 の 専門家で ある鑑定人も法的に は 素

人で ある) , 裁判 で 使われ る枠組み は そ れらの 人々 が 使

い 慣れ て おり, 理 解 で きる ｢社会的枠組+ で なければ

ならな い
｡ それが ｢ 物語+ なの で ある｡

裁判官 ( ここで は い わゆる職業) は 事実認定 に 関し

て は専門家 で は な い ことに注意 しなければならな い ｡ わ

が 国 の 裁判官 の 中には 自分たちが 事実認定 の 専門家で

あると自負す る人 々が い ることが 事実で ある｡ もしそ の よ

うな主張 が 当た っ て い るとすると, 裁判官とし て経験を

積め ば, 益 々, 事実認定 の 専門家だということに なろう｡

しか し, わ が 国で は 無罪判決 は 極端 に 少なく, 有罪判

決が 圧倒的 で あるから, そこで 言われ る裁判官として の

経験とは, 有罪判決 の 経験なの で ある｡ 最高裁 の 裁判

官 は 裁判官出身, 検察官出身, 弁護 士 出身, 学者出身

などとい ろい ろで あるが, 検察官出身 の 最高裁判事 の 有

罪率は10 0 % で あり, これ は 弁護 士 出身判事 の50 % 程度

と比 べ て極端に 高 い
. ここに ヴイン フリ

ー

ト ･ ア ッ セ マ
-

(現ドイツ憲法裁判所判事) の 言う ｢職業的歪曲+ が 見

ー
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られると言 っ ても過言で はあるま い, さらに昇進や経歴

へ の 関心が絡むと, この 傾向が 強まることは , 社会学者
の ア ル ヴイン ･ グ ルドナ ー が 鋭く指摘するところで ある｡

(2) 法と物語

法的な ル ー ル は 単 に 論理的な命題 ( ここで は 主語と

述語 で 作られた文章の 意味に理解 して お 酌ゴ十分で あ

る) で は な い し, 概念 によ っ て 分析 し尽くせ るも の でも

な い
｡ 法律も い ろ い ろあるが , 特に 刑事法, すなわち

犯罪や非行, 刑罰や少年に 対する保護処分に つ い て 規

定し て い る法律は, 日常生活 で 使われる言葉と近 い 言

葉で 作られ て い る｡ たとえば, 最近 の イギリス の 刑法改
正案の 説明書は物語を存分に 使 っ て説明され て い るが ,

これは実に 専門家向桝 こ作られたもの な の で ある｡

そもそも刑事法 で論じられる責任とか , 非難とか ,

公平さとか, 犯罪と刑罰 の 釣合 の 良さ悪さなどは , 誰で

も何らか の 意見を言 える種類 の 問題な の で あり, した

が っ て,
｢ 一 億総評論家現象+ が 何時も見られ るわけな

の で ある｡ もしも, 法的な論議 が 日常生活 の 論議と懸け

離れ て いるもの で あれば, 誰も理 解 で きず, し た が っ て

納得もしな い ことに な っ て, 法 は 宙 に 浮 い た ｢空中楼

閣+ に な っ て しまうで あろう｡ そ の ような法 は 全く意味の

な い 存在 で ある｡ 少なくとも, 刑事法 の ような基本的な

法 は 日 常生活, 日 常文化, 日 常 の 言葉 の 基盤 の 上 に

乗 っ て い なければならな い の で ある｡
こ の ことはミュ ン へ

ン 大学名誉教授 の ア ルトウ ー

ル
･ カウフ マ ン が 説くところ

で ある｡ 犯罪者 ･ 非行少年自身の 日常言語 による社会的

帰貢が , 裁判官に よ っ て法律言語 による法的帰責 - と転

換されると｡

法というもの は, そもそも現実 の 世界か ら切り離された

独立 した意味 の 体系 で は なく, 現実 の 世界 に おける現

実 の 人間 の 現実 の 出来事 に つ い て 語 るもの な の で ある｡

特定 の 時間と場所, 特定 の 文化と社会に 位置付 けを

持 っ て い る, 特定 の 人間が 特定 の 事件に つ い て 法的 に

何 か をして 欲 しい から, 法律家 の 所 - 行くの で ある｡ 何

が 起きた か , そ の 意味は 何 か, 自分 は それ に つ い て何

を主張す るの か, そ の 理 由は 何か ｡ こ の ような具体的な

物語なしには, 法的な事案 は 存在し ない の で ある｡

(3) 法的な ル
ー ル に は ｢ 法の 物語+ が含まれて い る.

法的記号論者 バ ー ナ ー ド ･ ジャ クソン が 言うように, 裁

判とは, 当事者が 事案 の 具体的な事実か ら構成 した物

語を法的 ル
ー

ル の 基底 に ある物語 パ タ
ー ンと比較するこ

とによ っ て 進められ る
｡ たとえば, 強姦罪に は ｢夫 が 妻

を強姦する+ とい う物語 は 含まれ て い な い の で ある｡ ア

メリカや ヨ ー ロ ッ パ で は い わゆるフ ェ ミニ ズム ( 女性解放

運動) の 影響 の 下で , こ の ような場合にも強姦 が 認 めら

れるようにな っ たけれども, わが 国で は 依然として認 めら

れ て い な い ｡ ある い は , わ が 国は 戦後, 交通事故を厳

罰主義 で 扱 っ て きた の で, 不可抗力としか 言 い ようの な

い 場合 にも, 自動車運転者 の 責任を認 め て きた ｡ しか

し, 1 9 66 年に 最高裁 が ｢ 信頼 の 原則+ を認 め て以後 は,

交通法規を守 っ て 運転した自動車運転者に は 過失 が な



い ことが 認 め られた｡
これも,

｢法 の 公式 の 物語+ の 変

化が , 裁判の 結果を左右する事例で ある｡

法律家の役割に つ い て , ジ ェ
ー

ム ズ ･ ポイド ･ ホ ワイト

は言う｡
｢依頼人 の 語る物語は その まま法律家の 受け入

れられ る訳で は ない ｡

- ･ 正 式 の 法的過程 に おい て, そ

の 物語は 法律家, 依頼人, そ して第三者によ っ て発展

的, 抗争的な形態をとっ て 何度も繰り返 し語り直され,

その 結果, 権威ありと判断され, ある い は 同意され る形

態が 作り上げられるの で ある｡

･ - この 物語 は まず最初,

その 物語 の 実行者たちの 言葉 で か たられ るで あろう｡ そ

こか ら法 が 始まるの で ある｡ ある意味で は, そこ は 法が

終わ るところで もある｡ というの は, 法 の 目的 は 世界 の

中で有効 に働 い て い るそうした物語 に結末を与えること

だか らで ある｡ それゆえ, 物語 が 通常 の 言語と経験で

始まり, 終わ っ て い る以 上 , 法 の 核心 は 日常 の 言語か ら

法的言語 - の , また逆 に法的言語 か ら日 常言語 - の 翻

訳 の 過程 で あり, 法が有効に 働くの は そ の 翻訳によ っ て

な の で ある+ と｡

∫.
B

. ホ ワイトは 法律家 の 専門性をそ の 物語能力 に

よっ て 測る の で ある｡ これ はわ が 国を ｢ 記号 の 帝国+ ( わ

が 国に つ い て の 著書 の 題名) と呼 ん だ, あ の ロ バ ー ト ･

バ ルトが 子供 の 物語能力を強調することと通底す る｡

Ⅳ .
｢ 法における物語+

棚瀬孝雄 教授 ( 京都大学大学院法学研究科)

(1) は じ めに

法 における発話 (訴訟 の 場で , 裁判官や弁護 士 , 当

事者が 語 る発話) を ｢物語として 聞く+ , それ によ っ てど

のような法 の 理解 が 得られ るか

｢ 物語+ とは, 何 か
｡

｢物語+ とは,
一 連 の 事実を,

全体とし て まとま っ た 意味を持 つ ように 一

定 の 筋 で つ な

をヂて語 るもの で ある｡ 無数 のもの から
一

定 の 事実を選択

し て 語 っ て いくことで , まとま っ た意味を伝達 して いく｡

同じ事実を語 っ て も人 によ っ て 違 っ て くる｡ 語る者の 主

観性 が 反映され て い る｡

世界を意味あるも のとして 理解す る｡ 人間存在に普遍

的なものとして ｢物語+ がある｡

法 の 世界 で は ｢物語+ - の 警戒が あり, 裁判官の 間

で は,
｢物語判決を書くな+ と言われ て い る

｡

法 の 中で は,
｢ 事実+ は 客観的なもの で なければなら

な い
｡ 裁判 で は, 主観性 の 排除が 求 められ る｡ 裁判官

によっ て , 事実 が 変わ っ て しまうことは許されない
｡

事実と事情との 区別 は 意味 が あ る｡ 0 0 の 事実が あ

れば, 0 0 の 判決をせ よという, 要件 (犯罪事実, 不法

行為など) と効果 (刑罰, 損害賠償, 権利救済) という

仮言命題が ある｡

裁判 で は , 事実と直接関係な い ｢物語+ は す べ て 背

景的事情として 基本的 には排除される
｡

しか し, 物語は

完全 には 排除で きな い

法 の 内側 に 入り込 ん だ ｢ 物語+ と, 外 に広 が っ て いく

｢ 物語+ が ある
｡ 法 にとっ て, ノイズに すぎな い ｢ 物語+

を, うまく取り込む ことによ っ て, 法と社会的な機能をよ

りよく達成す ることが で きる｡

(2) 法的推論 に働く物語 (法の内側 に入り込む)

1 ) 事実 の 構成

事実: 断片的な事実要素から構成されたもの - 物語

A が B を殴 っ たということを, C が 証言する場合, 目撃

した状況 の みで は なく, その 前後 の 状況, 性格 ･ 動機

などを総合的に み て,
｢ 殴 っ た+ と判断 して い る｡ 供

を虐待 して い るとされた親が, 単な る ｢ し つ け+ 主張

す ることもある｡ 語る者の 主観を免れない

法専門家の 事実認定 で は, 主要事実を証明す るた

め に, 間接事実の 認定と経験則 が 必要で ある｡ 裁判

官は, 主観的構成を自他 の 吟味 によっ て排除 しなくて

は ならない
｡ 法律家 の こ の ような努力 に対 して は 率直

に評価 して い る｡ 同時 に, 司法参加, 裁判員制度 が

行われようとして おり, 市民 の 目線 で 行われ る事実の

把握も健全なものとい える｡

ア メリカで は 陪審制という司法参加 が 行われて おり,

素人が 可能な認定, 口演 ･ 直接主義 で, 弁護 士 は い

か に ｢よい 理 論+ を作 るか に 努 め て い る｡ 分析的な

事実確認 は 困難 で あり, 自分 の 主張, 可能な証拠 か

ら全体とし て 一 貫 し て 説明 で きるもの として の ,
｢物

語+ に 強 い 倍額 が おか れて い る｡

医療過誤事件 の 裁判 で , 原告弁護士は ,
｢治療技

術 が 未熟な医師が 安易に 手術を引き受けて 失敗 した

事件 で す ｡+ と いう｡

一

方, 被告弁護 士 は ,
｢ 医師 は

患者を救 い た い ため に難し い 治療に 果敢に取り組みま

し た, しか し, 不幸 にも患者を救えなか っ た悲劇 の 物

語 で す｡ + と語 る｡ 対立す る二 つ の 物語 の どちらを員う

の か ということに なる｡

2 ) 法の 解釈

法 の 意 味は 一 義的 に 決まらな い
｡ 何 に よっ て 通用

す る意味を作り出すか ｡ 社会の 支配的な意識 が 反映

して い る｡ しか し, しば しば対立, 矛盾を生 じる｡

パ ラダイ ム 事例 (物語) とし て, 法 の 抽象的な規

定を具体的な事件 に媒介しる｡ そ して, 法律家 の 間

で 通用す る意味を安定的に 保持しようとす る
｡ 同じ事

件 でも文脈 によ っ て 意味, それゆえ妥当す る規範が

変わ る｡

文脈性 の 強調に より, 当事者 の 顔 が 見えてくる
｡ 法

が 与える痛み の 可視化, 法理 の 革新 が あ る｡ 裁判 で

は , 具体的な人々 の 語りが 飛び交 っ て い る｡

(3) 法 の外 に広 が る 物語

法 - の 坂託とは , 法 に 託し て 当事者 が 様 々 な物語を

語 ることで ある｡ 損害賠償を請求す る場合, 法的 に は,

過失や因果関係などの 用件 の 有無 が 争われ, 最後は 金

鉄賠償ということに な る｡
しか し, 当事者は い ろ い ろな

思 い を語 っ て い き, 法 ･ 訴訟 - の 語りによっ て , 当事者

自身 の 癒 しが 行われ, 人間とし て の 尊厳性 の 回復を意

味する
｡
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例えば, 医療過誤や犯罪 の 被害者は,
｢真実を知りた

い+ ,
｢ なぜ 死ななければならなか っ たの か?+ と言 っ て,

死者に , 死 の 過程 に寄り添う｡
また,

｢死を無駄 に しな

い+ ,
｢ 二 度と起きな い ように+ として, 普遍的な意味 づ

けを図る｡

ア メリカの 政治学者ヤン グは, 暴力は 決して 偶発的あ

る い は粗暴な性格か らたまたま生じたもの で は な い
｡ 白

人は 黒人を い つ も殴 っ て きたし, 男性 は 女性を殴 っ て き

た｡ 人 が 人を支配する｡ そ の 関係か ら暴力が発生す る

の で ある｡ 殴る/ 殴られ る関係 の 非対称性な関係が あり,

法は この 関係を是 正 する｡

裁判 の 過程 は, 帰責ゲ
ー

ム で あり, 相手方 に責任を

か ずける｡ お互 い が自分 の 主弓長を出すことにより, 裁判

官のところに最大 の 資料が集まる
｡

(4) 世界の構築

人々 が 物語を語 ることに よ っ て, 社会 の 中に ある
一

定

の 世界が 作り出され る｡ 物語 の 中に その 人の 見て い る世

界が 見えてくる｡ そして その 物語を聞くことによ っ て, そ

の 世界を理 解し, 共有 して いく｡

被害者達 の 物語 の 中に は, 独立 した 対等な人格とし

て の 承認だけで は なく, 人間として の 共感, 人と人との

つ ながりを確認しようとして い る｡

我々 は, 当事者の 語 る物語 に注意深く耳を傾けて いく,

そうす ると, 様 々 な ｢物語+ が 聞 こえ てくる｡ そ し て ,

｢物語+ は , 当事者だけで なく, 弁護 士 や マ ス コミ, 自

助グ ル ー プ ･ 支援団体など, さまざまな人が 語 っ て い る｡

｢語 る+ ,
｢聞く+ ということで, 無数 の 波紋を広をヂて存在

して い る
｡

我々 は, そこで どの ような語りが, 何を語 っ て い るかと

いうことを確認することで , 人と法との か か わりをみ つ め

ることが で きる
｡ その 鍵 が ｢物語論+ に ある｡

Ⅴ . 生命, 医療, 物語, 倫理 ? ｢ 生をめぐる正 義論+ と

しての 物語論 へ ?

宮城道夫助 教授 ( 新潟大学医学部保健学科)

(1) 構造主義物語論と医療

構造主義物語論と医療 の 関係を考える上 で, 最もわ

かりやす い の が , ジ ュ ネ ットによる物語 の 3 要素を医療

に応用 して 考えることで ある｡ そ れを以下 に示す｡

1 ) 物語内容: 語られた出来事 の 総体

2 ) 物語言説 : それらの 出来事を物語る, 発話/ 筆記

された言説

3 ) 語り: 語るという行為

これらを臨床場面で の 医師と患者 の 対話に 当て は めれ

ば,
｢イン フ ォ

ー

ム ド ･ コ ン セ ント+ が 単なる ｢説明+ と

｢ 同意+ の 過程 で は なく, もっ と複雑な要素から構成され

て い ることが 容易 に理解 できる｡

(2) ポス ト構造主義物語論と医療

㈹ 社会構成主義

次 に, ポスト構造主義物語論を医療 に応用 して 考えよ
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う｡
こ の 立場は構造主義を批判して現れ て きたもの で あ

り, 先 に紹介したジ ュ ネットの 説の ように単純な構造 に還

元 して事象を画
一

的 に捉えることを避けようとする｡ そ の

ような考え方 は 医療分野 に お い て は, 心理療法 の 中で

｢社会構造主義+ として 見られて い る｡ そ の 概略 (強調

点) を以下 に示す ｡

1 ) ｢ 現実は 人々 の 間で構成され る+

2 ) 人々 が 経験して い る現実とは 別 の ｢ 客観的現実+

は 想定で きない
｡

3 ) クライ エ ントとセ ラピ ストの 対話

4 ) ｢無知 の ア プロ ー

チ+ に基づく ｢ 治療的対話+

5 ) クライ エ ントか ら教わるという姿勢｡

(B) 意味生成

この 中に は, 保健医療サ ー ビス の 提供者と受給者との

関係を単 に 相対化する, というにとどまらず, そ の サ ー

ビス (診断, 治療, 介入など) が 受給者にとっ て どん な

意味を生成するか に価値を置く｡ 次 の ような視点 は, 従

莱, 保健医療サ
ー ビス の 提供者の 側で 判断され て きた

サ ー ビス の 評価 の 地平を転換 して い る｡

1

2

3

人間に 関する理 論は真か 偽か を問うことは で きな い
｡

意味を生成する可能性 によっ て 問われ る べ き｡

セ ラピ ー

を受ける人 は , 過去 の ｢ 自分物語+ を

新し い ｢自分物語+ に転換す る｡

4 ) どの ｢自分物語+ が より真実 で あ るか で は なく,

どの ｢ 自分物語+ が よりよい 意味を生 み出す の か

が 重要｡

C) N B M ( 物語論に立脚 した医療)

この ように, 物語論は, 単に心理療法という局面を超

えて, 医療全般の 価値判断を根底から覆すイン パ クトを

含 ん で い る
｡ そ の概略は 以下 の 通りで ある｡

1 ) 病気と健康に 関す る科学的説明を絶対視 しない

2 ) 病気 の 医学的説明 - ｢ 医師の 物語+ (相対比)

3 ) 病気 の 意味ふけ 一 ｢患者 の 物語+ ( 患者の 個人

的 ･ 社会的文脈 の 中で位置づ ける)

4 ) ｢医師 の 物語+ と ｢ 患者の 物語+ との 間 の 矛盾

- 相互 に ｢対応+ させ る試みをす る｡ 共作,

連作 ?

5 ) 過去 の ｢ 自分物語+ を新 しい ｢自分物語+ に転

換する｡

6 ) どの ｢自分物語+ が よりよい 意味を生み出す か

(3) 医療の 物語論の 背後に あ る哲学的･ 倫理学的な問 い

㈹ 物語によっ て意味づける
,
ということ

最後 に, 物語論と医療との 関係を支えて い る哲学的 ･

倫 理 的な問題意識を考えて みた い ｡ そ の た め に, ここ

で 二 つ の 問 い を投をヂか けて みる｡

1 ) 自分史を書く人 た ちが 増えて い るとい う｡ 何 の た

めに 書 い て い る の だ ろう ?

2 ) 進行癌 の 患者 の ように, 他人 から見れば ｢不幸そ

うな境遇+ に あ る人 が , 必ず しも ｢ 自分 は 不幸

だ+ とは 感じ て い るわけで は ない という｡ なぜ だ

ろう ?



こ の 人たちは , 自分 の 生に つ い て の 物語を ｢ 書く+ こ

とで , ある い は これま で 書 い て きた物語 を ｢書き換え

る+ ことで , これまで の 生や, 今, 現在 の 生を意味づ け

ようとして い る
｡ 自分史を書く人 は, 自らの 物語を文章と

して形 づくることで これまで の 生 の 意味を確認して い る｡

癌患者は, か っ て健常で あ っ た頃に は 不幸としか 思えな

か っ た ｢癌患者とし て の 生+ を, そ の 直中に 置 か れ て

意味づ け直すことで, 今現在と今後 の 自分 の 生を生きる

に催する意味あるもの だと確認する｡ 彼らが 行 っ て い る

の は, 物語 によっ て 意味づ ける (意味 づ け直す) という

作業 にほ か ならな いとい えるの で は なかろうか
｡

(B) ｢ 私 の物語+ を ｢ 聴く者+ としての ｢ あなた+ (その

存在の 意味)

次に, そ の ような自己確認, 自己による意味づ けとい

う側面 の ほ か に, 物語を他社 によっ て 承認して もらうこと

の 重要性 が 指摘され てきた ｡
これ は, 例えば

- -

｢ ピア ･ カ ウン セリン グ+ つ まり, 同病者や同じ経験を

持 つ 人同士 の カウン セリン グに効果 が あ ることが 知られ

て い ることに 端自切こ現れて い る. 医療従事者に は, 患者

や病者 の 物語を承認す る, という役割が 不可欠で あろう｡

｢ 物語倫 理+ とは

こうし た 医療従事者 に ｢患者 の 物語 の 証人+ として の

義務が 課されることで, 物語論と医療の 関係 は倫理性を

帯びて い ることがうか が われる｡ これ に つ い て 検討しよう｡

まず, 物語 が 人間に行為指針を与えることに つ い て, 以

下 の 二 点を指摘して おきた い
｡

1 ) 人は抽象的な ｢規範+ よりも, 自分 によ っ て ｢規

範となる人物+ の 人生やそ の 振る舞い を参考 にし

なが ら決定をす る｡
一 聖人, 先人, ｢リス ペ クト+

する人々

2 ) 人は 真空 に浮 か ぶ塵 の ような存在 で は なく, 価値

観を共有する ｢ 共同体+ の 中 に生き, そこで 共

有され て い る ｢ 物語+ によ っ て, 自己 の 役割や

意味を見 い だす｡
- 地域, 宗教, 家族 - ･

( c) ｢ 私 の物語+ を ｢ 聴く者+ として の ｢ あなた+ ( その

｢ 不在+ の 意味)

しか しなが ら, 人間社会 の 現実, ある い は 人類の 歴

史を見れば, 私たちは つ ね に他人 の 物語を聞き損ねた

り, 意図して 開かずに い たり, もっ とひど い 場合に は 消し

去ろうとしたりしてきたという事実に立ちあたる｡

マリ ー ･ ロ ー ラン サン の 詩 ｢鎮静剤+ ( 堀 口 大学訳) を

囲擁しよう｡ こ の 作家に よると, い ちば ん 哀れ な の は

｢忘れられた女+ だという｡
｢ 病気 の 女+ や ｢死 ん だ女+

よりも, で ある.
ロ ー

ラ ン サ ン は ｢ 自己 の 物語を聞 か れ

ぬ 人+ の 不幸を ｢病気+ や ｢死+ よりも最悪 の もの と見

なした の だ｡

こうして , 物語論は , 人権 ･ 尊厳
･ 正 義に 関わるもの だ

ということもうか が えてくる｡ 歴史的な不幸を思 い 起こ そう｡

1 ) ア ウシ ュ ビッ ツ強制収容所 か らの 生還者は 言う｡

｢ そ の 体験をして い な い 者たちは , それ が 何だ っ

た の か を知るす べ は な い
｡ そ の 体験をし た着た

ちは , もうそれ に つ い て語 ることは な い
｡ +

2 ) ハ ン セ ン 病療養所 の 人々 ｡ 存在を抹消され, 声

を上げても聞か れ ることの なか っ た人々

3 ) エ イズで 死ん だ人 々の ｢メモリア ル
･ キ ルト+ は,

一

種 の ｢物語 的+ な抗 い で あ る｡ 何 に 抗うの

か ?

さらに は,
｢私 の 物語+ の 不本意な書き換えの 例

として,

1 ) ｢ 国家+ ,
｢民族+ などの 物語 による書き換え : フ ァ

シズム, 優生学

2 ) ｢ カテ ゴリ
ー

+ の 物語による書き換え: レ ッ テ ル 貼り,

ス テ レオタイプ 化 - ･

の 二 点を挙むヂて お こう.

(D) ｢ 物語的正義+ へ

こうし て 考えて みると, 物語論と医療 の 関係 は , 単に

医療 の 実践 の 中で 患者 ･ 病者の 物語を尊重 せよという命

題を導く以上 に, 人 の 生 老病死 の 物語論は ,
｢ 正 義+ を

要請するということが 明らか とな っ てくる｡

Ⅵ . ま と め

当 日 は約1 0 0名 の 参加者が あり, 4 人 の 講師 の それぞ

れ の 中身の 濃 い 講演 の 後, 会場の 参加者も加わ っ て 活

発な討議 が 行われた｡ それぞれ の ｢物語論+ の 定義や

考 え方 は 違 っ て い た が , ｢ 物語論+ へ の さらな る ア プ

ロ ー チと, 医療倫 理 並びに 生命倫理 の 授業 - の 応用 -

の チャ レ ン ジ の お必要性 が 感じられ た
｡

医学科 の ｢生命倫理+ の 講義は , 2 00 3 年度 から 4 年

生を対象として , 9 0分講義を 8 回行うことにな っ た
｡

ここ

でも,
｢物語+ を活用 した新 し い 講義形式を実現させ た

いと思 っ て おり, さらに, 2 00 4 年度 か らは, 1 2 月 か ら2

月まで の 金曜 日 4 限に 固定され, 全学共通科目とし て

の 充実を目指した い ｡
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